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令和４年度第１回見附市介護保険運営協議会・見附市地域密着型サービス

運営委員会・見附市地域包括支援センター運営協議会 会議録 

 

 

日 時：令和４年８月３１日（水） 午後１時３０分～午後３時００分 

場 所：見附市役所 ４階 大会議室 

出席者：委 員（１２名） 

連合中越地域協議会見附地区支部 事務局長 五十嵐 厚 

公募委員  小坂井 保子 

公募委員                                    平瀨 明子 

見附市南蒲原郡医師会    会長   山谷 春喜 

見附市歯科医師会 理事 早川 智道 

 （福）見附福祉会 法人本部長 若井 和実 

（福）見附市社会福祉協議会 会長 大原 敬之助 

見附市保健推進協議会       副会長        田中 明美 

見附市民生委員 

・児童委員連絡協議会 民生委員・児童委員 磯部 和子 

見附市市民活動・ボランティア 

連絡協議会 会長 佐野 政秋 

見附市健康サポートクラブ                 下田 美代子 

見附市商工会 参事 髙橋 昭 

事務局 

見附市健康福祉課 課長                    池山 一郎 

課長補佐        宮本 有香 

 高齢福祉係長 佐藤 敦子 

 介護保険係長     斎藤 裕美 

                            高齢福祉係総括主査 坂井 紀子 

 介護保険係総括主査   小宮 美智子 

 

                              

欠席者：委 員（２名） 

見附市老人クラブ連合会 理事 髙井 三枝子 

にいがた南蒲農業協同組合     見附西支店長        金安 暁美 
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１．開 会 

 

（斎藤介護保険係長） 

定刻になりましたので、これより、令和４年度第１回見附市介護保険運営協議

会・地域密着型サービス運営委員会・地域包括支援センター運営協議会を開会いた

します。本日の進行役を務めさせていただきます介護保険係の斎藤です。よろしく

お願いします。 

会議に先立ちまして資料の確認をさせていただきます。次第と委員名簿、資料が

１から６となっております。不足がなければ、会を進めさせていただきます。 

「１ 開会」 

はじめに、健康福祉課長の池山が開会の挨拶を申し上げます。 

 

（池山健康福祉課長） 

健康福祉課の課長の池山でございます。本日はお忙しい中、令和４年度第１回見

附市介護保険運営協議会・地域密着型サービス運営委員会・地域包括支援センター

運営協議会にご出席いただきありがとうございます。 

さて、現在、新型コロナウイルス感染症につきましては、第７波の真っ只中にあ

ります。８月２９日現在、全国の累計感染者数は1,864万人を超え、新潟県は191,480

人、見附市は 3,149 人となっております。昨年の同時期、見附市の感染者数は 95

人でしたので、新型コロナの感染が始まってから二年半余りになりますが、この一

年間で 3,054人、率にして全体の 97％の方が感染されるという、この間の感染の広

がりの大きさ、感染力の強さが窺える数字となっております。 

市といたしましては、現在、地元医師会の全面的なご協力をいただきながら、4

回目の接種に取り組んでおり、60歳以上の高齢者のうち、既に接種を終えられた方

の割合は 68.1％と、接種率は県内でもトップクラスとなっております。さらに国か

らはオミクロン株に対応できるワクチン接種を実施するとの方針が示されており

ます。 

報道によりますと 10 月中旬の実施の予定を前倒しして 9 月中にもと伝えられて

いますが、現段階では国から詳細な対象者、接種間隔等は示されておりません。詳

細な方針が示されましたら具体的な内容につきまして、地元医師会はじめ関係機関

と連携を図りながら市民の健康な毎日を一日も早く取り戻すべく取り組んでまい

りたいと考えております。 

さて本日の内容ですが、次第にもありますとおり、報告事項は２点でございます。

１つ目として、来月９月２日から見附市議会９月定例会が開会いたしますがそこに

議案として、令和３年度介護保険事業特別会計決算の認定を上程させていただくこ

とになっておりますので、事前に委員の皆様にその内容についてご説明させていた

だきたいと考えております。2 つ目は地域包括支援センターの活動報告についてで

す。これ以外に議題として、「第８期介護保険事業計画の評価について」、その他の

事項として、「デイサービスセンター坂井園の民間譲渡について」「高額介護サービ
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ス費の算定誤りについて」等につきましてそれぞれ報告させていただきます。 

それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（齋藤介護保険係長） 

本日は、金安委員、高井委員から欠席の連絡をいただいております。 

それでは、会議に入ります。会議の議事内容、資料につきましては、市の要綱に

基づき市のホームページにて公開させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

また、本協議会は「審議会等の会議の公開に関する指針」に基づき、希望者がい

る場合、傍聴を認めております。 

はじめに、大原会長からご挨拶をいただきまして、その後、議事の進行をお願い

します。よろしくお願いします。 

 

（大原会長） 

皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。見附市社会福祉協議会の会

長の大原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。令和４年度の第１回の

会議でございます。 

議事の前に会議成立の確認を行います。 

本日は、１４名の委員のうち、１２名の委員が出席ということで、過半数に達し

ていますので、本日の会議が成立していることをご報告いたします。                          

次に、議事録署名委員の指名ですが、今回は小坂井委員にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（小坂井委員） 

  はい。 

 

（大原会長） 

それでは、次第に沿って会議を進めてまいります。 

 

２．報告 

 

（大原会長） 

（１）「令和３年度介護保険事業特別会計決算について」、事務局から説明をお願

いします。 

 

（事務局） 

  資料１、資料１－２により説明。 
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（大原会長） 

ありがとうございました。それでは、これについてのご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

ご意見、ご質問がなければ、報告の（１）については以上で終了といたします。 

 

次に、（２）「地域包括支援センターの活動報告について」、事務局から説明をお

願いします。 

 

（事務局） 

  資料２により説明。 

 

（大原会長） 

ありがとうございました。それでは、これについてのご意見、ご質問はございま

せんか。 

 

（小坂井委員） 

  ヤングケアラーの状況はどうなっていますでしょうか。把握していますでしょう

か。 

 

（佐藤高齢福祉係長） 

  ヤングケアラーの方は見附市で支援をしている人のケースは、こども課に確認し

たところ、そんなに件数は多くないと聞いています。実際に把握しているケースに

ついては既に支援を開始しておりまして、ヘルパーや学校と連携を図って支援をし

ているとのことです。 

  わかっているケースについては対応しているのですが、潜在的にわからないケー

スもあると思われますので、そちらは地域包括支援センターや民生委員、各学校、

保育園から情報をもらいながら把握に努めていきたいと考えています。 

 

（大原会長） 

  他にございませんでしょうか。 

ご意見、ご質問がなければ、報告の（２）については以上で終了といたします。 

 

３．議 題 

 

（大原会長） 

議題の（１）「第８期介護保険事業計画の評価について」、事務局から説明をお願

いします。 
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（事務局） 

  資料３により説明。 

 

（大原会長） 

それでは、これについてのご意見、ご質問はございませんか。 

 

  私の方から１点よろしいでしょうか。 

  事業計画、令和３年度から令和５年度まで、令和３年度の結果を踏まえて、令和

４年度、５年度はこうなるのかなという評価を与えているというという資料になる

のでしょうか？ 

 

（斎藤介護保険係長） 

計画に対してどのくらいの実績になったかという資料です。 

 

（大原会長） 

計画はすでにあるのですね。ありがとうございました。 

 

  他にご質問はありませんでしょうか。 

  なければ、議題の（１）につきましては、事務局の説明のとおり承認するという

ことでよろしいでしょうか。 

 

  それではそのように決定いたしました。 

 

４ その他 

 

（大原会長） 

（１）「デイサービスセンター坂井園の民間譲渡について」、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

（事務局） 

資料４により説明。 

 

（大原会長） 

  それでは、ただいまの説明についてご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

 なければ、その他の（１）については以上で終了といたします。 

  次に（２）「高額介護サービス費算定誤りについて」事務局から説明をお願いい

たします。 
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（事務局） 

 資料５により説明 

 

（大原会長） 

  ただいまの説明について、ご意見、ご質問はありませんでしょうか？ 

  ご意見、ご質問はないようでございますので、その他の（２）については以上で

終了といたします。 

  次に（３）「要援護者の個別避難訓練の検証について」、事務局より説明をお願い

いたします。資料５では「要援護者」ではなく「要支援者」となっていますね。「要

支援者」が正しいですね。 

 

（事務局） 

  次第と異なっておりまして申し訳ありませんでした。 

  要支援者の個別避難計画の検証について説明いたします。 

 

資料６により説明 

 

（大原会長） 

 ありがとうございました。 

  会議次第の「４ その他」、（３）についても「要援護者」となっていますので「要

支援者」に訂正をお願いいたします。 

  それではただいまの説明についてご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

 ご意見、ご質問なければ、その他の（３）については以上で終了といたします。 

 

  以上で予定していた案件はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、見附市介護保険運営協議会を閉じさせていただきます。ご協

力ありがとうございました。 

 

 

 

以上、見附市介護保険運営協議会規則第７条第２項の規定により署名する。 

 

令和４年８月３１日 

 

会  長                 

 

 

委  員                 


